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はじめに 

 

 

 

 

 

近年、気候変動問題については、地球温暖化の影響と考えられる深刻な自然災害

が発生しており、人々の生命や財産が脅かされています。 

 

世界では、年平均気温が産業革命前に比べて約 1.1℃上昇し、2024（令和６）年は

世界の気温が観測史上最も暑い年になりました。 

日本においては、年平均気温の上昇が世界平均よりも速く進行しており、真夏日

や猛暑日、熱帯夜等の日数の増加など、様々な気候変動問題に直面しています。 

 

本市では、2023（令和５）年度を「カーボンニュートラル元年」と位置付け、地

球温暖化対策に一丸となって取り組んでいます。 

2025（令和７）年１月には「いちかわクリーンエネルギー株式会社」を設立し、

クリーンな電力を市内に供給することにより、エネルギーの地産地消や地域経済の

域内循環を高める取り組みを進めています。同年５月には環境省の脱炭素先行地域

に選定され、妙典地区において 2030（令和 12）年度までに民生部門の電力消費に伴

う二酸化炭素排出実質ゼロの実現に向けて取り組んでいるところです。 

 

今回、2025（令和７）年３月に策定した「第三次市川市地球温暖化対策実行計画

（区域施策編）」に、「市川市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」及び「気

候変動適応計画」を統合し、新たに「市川市地球温暖化対策実行計画」を策定しま

した。これらの計画を統合したことで、一体的な取り組みが可能となり、これまで

以上に二酸化炭素排出削減に向けたエネルギー対策に注力し、「環境先進都市いち

かわ」の実現を目指してまいります。 

 

地球温暖化の進行に歯止めをかけ、次の世代により良い地球環境を繋ぐため、私

たちは未来に責任を持ち、積極的に挑戦していかなければなりません。そのために

は、行政のみならず市民や事業者の皆様と一体となって取り組む必要がありますの

で、今後ともより一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

最後に、本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただいた市川市環境審議会の皆

様をはじめ、関係各位の皆様に厚く御礼を申し上げます。 

 

令和８年３月 

 

市川市長   
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